
消費生活センターってどんなところ？ 

消費生活センターって何をするの？ 

消費生活センターってどこにあるの？ 

どんなときに相談すればいいの？ 

 

平成2３年度版 

 

市原市消費生活センターについて 

アクセス 

 公共交通機関利用：ＪＲ五井駅 西口より徒歩３分。 

          梨ノ木公園前、五井会館３階 

 自動車利用：市営梨ノ木公園地下駐車場をご利用ください。 

     （消費生活相談の場合、駐車券をお渡しします。） 

 

【消費生活センターとは】 
 地方公共団体が設置している行政機関で、事業者に対する消費者の苦情相談、消費者啓発、生活に関する
情報提供などを行っています。 
 
【市原での歴史】 
 昭和４３年に国が「消費者保護基本法」を制定し、消費生活に関する関心が高まっていく中、昭和４５年に、
消費生活相談業務を開始しました。その後、「市原市消費生活センター」が昭和５３年３月に設置されました。 
 平成２１年度には、国の機関として「消費者庁」が発足され、ますます消費者保護の重要性が認識されてい
ます。 
 
【主な仕事】 
・消費者保護事業（消費生活相談） 
・消費生活コーディネーターによる価格調査 
・不用品の情報交換 
・消費者への啓発 
・消費者団体の育成 
・千葉県計量検査所の計量器検査協力及び、計量の適正化 
に関する広報 
・消費生活用製品安全法・家庭用品品質表示法及び電気用 
品安全法に係る業務 
 

市原市消費生活センター 

レンガの建物が印象的な五井会館 

梨ノ木公園 

五
井
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市原市消費生活センター 

〒290-0081  

市原市五井中央西2-3-13 五井会館3階 

TEL ０４３６－２１－０８４４ 

FAX ０４３６－２１－０８９９ 

E-Mail   shouhi@city.ichihara.chiba.jp 



 

消費生活相談 

無料で講師を派遣します！ 

 事業者との間に生じたトラブルやくらしに関する疑問、 困りごとに対

して、専門の資格をもった『消費生活相談員』が、相談に応じておりま

す。気軽に問合せ、相談してください。 

相談専用電話 ０４３６－２１－０９９９ 

 ※来所される場合はアクセス方法をご確認ください。車でお越しの際は 

 「梨ノ木公園駐車場」に停めてください。 

 暮らしに役立つ情報や悪質商法の手口などを分かりやすく学べるよう、

「出前講座」を開催しています。悪質商法の落とし穴や解決策を、楽し

く、わかりやすく紹介する講師を無料で派遣しています。町会、婦人会、

老人クラブ、ＰＴＡ、各種サ－クル、各グル－プなどから申し込みを受付

けています。 

【講座内容】 

・こんなトラブルにご用心 「悪質商法」「高齢者の消費者トラブル」 など 

・契約をめぐる知識 「契約ってなあに」「多重債務に陥ったら」 

          「クーリング オフは書面で」など 

  ※事前に日時のご相談をお願いします。 
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市原市消費生活センター 

暮らしの情報 

消費生活に関する疑問、相談、また、悪質商法などの被害にあった 

ときはご相談ください。 

相談は無料。 

来所されても電話でも結構です。 

月曜日～金曜日、午前９時～午後４時１５分（正午～午後１時は除く） 

受付は午後３時まで 

広報いちはら（1日、15日発行）で、毎月15日号の中で、「暮らしの

情報」として、暮らしの中で起こるさまざまな事例をもとに、その解決

方法や対処方法を紹介しています。 

 また、バックナンバーを市原市ホームページで紹介しています。 

詳しくはコチラ ↓ 

http://www.city.ichihara.chiba.jp/070keizai/syouhi/p_e_64.html 



小売価格調査 

不用品情報交換 

講座・セミナー・イベント 

はかりの検査 

 皆さんの家庭で必要としなくなった家具や電気器具、子供用品などの丌用品を「あげ

ます」「譲りたい」「譲ってほしい」 人のために受付し、丌用品情報を紹介する機会

を設け、資源の擁護と有効利用を図り、消費生活の合理化を推進しています。 

【申し込み方法】常時、来所、電話、ＦＡＸ、郵便により受付しています。 

 申し込みの際、丌用品の品物名と氏名、住所、電話番号をお知らせください。 

市原市内在住の方にかぎります。 

一般家庭で丌用になった品物で、次の物はできませんので注意してください。 

・商店、会社などの事業者で丌用になったもの。 

・飲食物、貴金属類、化粧品類、動植物、薬品類、オ－トバイ、チケットなどの金券類、丌動産など。 

・仏壇などの宗教上のもの、人体に危険なもの、社会通念上及び法律で違反するもの。 
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適正なはかりを利用してもらい、消費者に不利益

がないよう、定期的に検査しています。 

市原市消費生活センター 

 消費者への情報提供や消費者に必要な知識を得て、賢くなるために、

「消費生活展」、「消費者のつどい いちはら」、「消費生活講座」など

の各種講座を開催しています。 参加は無料です。 

 募集は「広報いちはら」で行います。 

消費生活展 
 暮らしに関する研究成果の展示や相談、実演などを通して賢い消費者になるための情報がも

りだくさん。 年１回、１２月上旬開催。 

消費者のつどい 

いちはら 

 消費者問題など専門的な知識と高度な技術を身につけ、消費者意識の高揚をはかる。          

年１回、５月ごろ開催。                                  

消費生活講座 
 生活に密着した身近なテ－マや消費生活問題など、幅広い知識や情報を提供し、日常生活に

役立てる、知識を養う。年４～６回開催。 

 はかりの定期検査を実施しています。この検査は２年に１回実施するこ

とが、計量法で定められております。 

 商店・工場等で、はかりを取引や証明に使用している方は、必ず受検し

てください。（代検査・所在場所検査は除く） 

 市原市では偶数年度の４月に行っております。 

 年6回奇数月に普段買い物をしている２４品目について価格調査を行っています。 

調査は市に委嘱された「消費生活コーディネーター」が行っています。 

調査結果は市内平均値をＨＰで公表しています。 

詳しくはコチラ → http://www.city.ichihara.chiba.jp/070keizai/syouhi/p_e_65.html 
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   「セールストークにのせられた！」 

    「強引な勧誘に負けた」 

    「よく考えると不要かも…」 

    そんなときのあなたの味方です。 

  １．訪問販売などで購入した場合、契約日を含め８日間は無条件で解約できます。 

  ２．代金を全額支払った場合でも３千円以上なら解約できます。 

  ３．一部クーリングオフが適用されない商品やサービスがあります。 

  （特定商取引に関する法律・割賦販売法） 

  ４．化粧品・健康食品などの消耗品で一部使用した場合、開封していない商品のみ適用になります。 

  ５．解約通知はハガキ（特定記録）か内容証明郵便で出します。 

 ■特定記録（ハガキ）の場合 

 コピーをとって保管しておきます 
 ■内容証明郵便の場合■ 

 ・用紙は文具店などで販売されて 

 います 

 ・配達業務を行っている郵便局へ 

 持参し、証明してもらいます 

 ●書面３通（コピーでもよい） 

 ●封筒（宛名を記入したもの） 

 ●印鑑 

書面の書き方 

「クーリングオフ制度」 知っていますか？ 
～もともとは「頭を冷やす」という意味です～ 
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信販会社へ通知するときの例 

販売会社へ通知するときの例 


